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規制の名称 通関業の営業区域制限 所管府省 財務省

根拠法令等 通関業法（昭和42年法律第122号）第3条第1項
担当局課等及び
作成責任者の
役職・氏名

関税局業務課
課長　金森　敬

規制目的

規制内容の概要
　通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けな
ければならない。2以上の税関の管轄内において通関業を行おうとする場合には、それぞれの
税関において許可を受ける必要がある。

関連する予算 －

規制の最近の
改廃経緯

－
関連する

政策評価結果
－

規制を維持、改革
又は新設する理由

　通関業者の営業区域制限の趣旨は、「通関業の許可は、申請者が通関業務を営もうとする
地域における通関業務の需給状況等地域の事情を考慮して税関長が行うものであることにか
んがみ、通関業者が通関業務を行うことのできる地域を、原則として通関業の許可を受けた税
関の管轄区域内に制限すること」とされています。
　通関業の許可に際しては、「その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に
照らして、必要かつ適正なものであること」（通関業法第5条第3条。いわゆる「需給調整条
項」。）に適合するかどうかを審査しなければならないこととされており、通関業者の営業区域
制限は、需給調整条項と密接に関連しているものと考えられます。
　一方で、上記の需給調整条項については通関業への参入の実質的な障害とならないように
留意してきており、また、通関業の許可の申請に対し、過去に需給調整条項により不許可とし
た事例はないことから、平成28年法律第16号により当該条項を廃止するとともに、密接に関連
している営業区域制限を維持する積極的な理由に乏しいものと考え、同法律により当該制限を
廃止し、一の通関業の許可により全国で通関業務を行うことが可能となる改正を行ったところ
です。

規制の維持、改革
又は新設の別

改革

（規制を改革する場合
の改革の方向性）

見直し条項

次の見直し時期

通関業を営む者の業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保すること。

平成28年法律第16号における該当規定の施行は「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」としており、施行までの間に既存の
通関業者等への周知、施行後の手続面での調整について検討中。

平成28年法律第16号附則第14条

施行後5年を経過した場合
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